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◆当 金 庫 の 経 営 理 念＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

中小企業の健全な育成発展 

豊かな国民生活の実現 

地域社会繁栄への奉仕 

 

◆基 本 方 針＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

地元に奉仕する金融機関として、大衆のよりよき相談相手となり、経営規模の拡大を図り 

地域経済の発展に寄与する。 

 

 

◆経 営 方 針＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

１．健全経営を維持し、会員並びに預金者の保護に万全を期すと共に金融機関としての地位を昂める。 

２．国民大衆の金融機関としての特性を発揮し、地域経済発展のため積極的な融資並びに強力な貯蓄増強

を行う。 

３．組織的事業運営の認識を広め、人材を登用して経営責任を明確にする。 

４．全役職員の資質向上をはかると共に生活の安定に努める。 

 

 

◆金 庫 の 概 要           

 

設 立    昭和２６年４月１１日 

本 店    佐賀県武雄市武雄町大字富岡８８９４番地 

店舗数    １８店舗 

会員数    １６，２０５名  普通出資金８８６百万円 

常勤役職員  １５９名 （２０２３年３月末現在） 

         



2 
 

 

  

 

 会員の皆さまには、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より九州ひぜん信用金庫に格

別の御愛顧を賜り役職員一同心より厚く御礼申し上げます。 

「新型コロナウイルス」の感染拡大により健康被害を受けられた皆様、事業等に影響を受けておられる

皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。 

さて、令和 4 年度の国際金融経済情勢は、ロシアのウクライナ侵攻により、エネルギーや生活必需品

の価格高騰などインフレ圧力が強まり、米国や欧州は政策金利の引き上げを実施し金融引き締めを行い

ました。中国では厳しい都市封鎖によりコロナウイルス感染防止対策をおこなったことから、経済活動

も停滞し世界への供給が鈍化しました。 

国内金融経済情勢においては、サプライチェーンの混乱や資源高による物価上昇の影響が強く、経済

活動は停滞しておりますが、新型コロナウイルス感染症の水際対策緩和以降、訪日外国人観光客の増加

が続いており、インバウンド需要の回復によりやや見通しは明るくなりました。昨年 12 月に日銀が許容

する長期金利の上限を 0.5％に引き上げましたが、金融緩和策を維持しており、海外との金利の差は拡大

したままで、円安傾向にあります。エネルギーや資源などの価格高騰により、各企業は原価上昇への対

応に追われており、価格引き上げをおこなっている企業もありますが、利益率は悪化しております。官

民一体となった資金繰り支援により倒産件数は低水準でありますが、今後「ゼロゼロ融資」の返済開始

にともない、経済活動は回復途上であるため倒産件数が増加するものと思われます。 

地域経済については、佐賀・長崎管内経済情勢報告によると「ウィズコロナの下で、各種政策の効果

もあって、景気が持ち直していくことが期待される」と総括されております。また、昨年 9 月に西九州

新幹線の武雄＝長崎間が開通し、県内外からの流入により地域経済の活性化が見込まれます。 

九州ひぜん信用金庫は、創立以来の経営理念である「中小企業の健全な育成発展」、「豊かな国民生活

の実現」、「地域社会繁栄への奉仕」を役職員一同が胸に刻み、地域や中小企業が抱える課題と真摯に向

き合い、地域の皆様のニーズに応じた金融・非金融サービスの提供を重ねて参りました。その結果、経

常利益は 277 百万円となり、当期純利益は 201 百万円となりました。これも偏に会員の皆様のご支援の

賜物であると深く感謝申し上げます。 

本年度は、新中期事業計画『ひぜしん「支援力の強化と変革への挑戦」』の最終年度となり、新型コ

ロナウイルス感染症により影響を受けた地域経済の回復のため、お客さまとのリレーションシップを追

求し、地域に根ざした協同組織金融機関として、会員、お客様、そして地域が抱える課題の解決に尽力

し、その幸せづくりと地域社会全体の成長に貢献することを目指してまいります。今後とも倍旧のご支

援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げるとともに、一日も早い地域経済の回復とともに皆さまの笑顔

が溢れる平和な日常が戻ってこられることを祈念申し上げご挨拶といたします。 

 

 

令和５年６月 九州ひぜん信用金庫 

        会 長 溝上邦治 

        理事長 石橋正広 
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預金積金・貸出金残高 預金量、貸出金量ともに大幅に増加しました。 
預金は 11 年連続の増加で 1,615 億円となりました 

出資金および会員の状況 

（単位：百万円） 

（単位：百万円・名） 

収益の状況（業務純益・経常利益・当期純利益） 

最終利益は 201 百万円となりました。また金融機関の本来的な収益力 
を示すコア業務純益は 65 百万円の増益で 336 百万円となりました 

有価証券の状況【残高・評価損益（その他保有目的有価証券）】 

国際的な金融引き締め
が続いており、債券市場
を中心に不安定な状況
が継続しておりますが、
当金庫においては、国内
債を中心に安全運用を
心掛けております 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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開示債権区分 担保・引当金等に
よる保全額

2023年3月期

破産更生債権及びこれらに
準ずる債権

合計

不良債権計

保全率

3.09%

2,220

危険債権 1,055 716

不良債権比率

正常債権

要管理債権

88,045

100.00%1,301 1,301

67.85%

365 202 55.48%

85,323

2,722 81.56%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己資本比率の状況 「単体自己資本比率」9.64％ 

ひぜしんは健全経営を続けております 

 自己資本比率は、リスクの可能性のある資産
に対して自己資本がどれだけあるかを示す指標
で、金融機関経営の健全性・安全性を示す指標
です。 
 2023 年 3 月期の自己資本比率は、9.64％と
増加しました。なお自己資本額は毎期着実に増
加しており、今期は 111 百万円増の 7,149 百万
円を確保。国内基準である 4％を大きく上回る
水準となっております。この水準は、ひぜしん
の経営が健全かつ安全であることを示しており
ます。 

不良債権の状況（金融再生法） 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

不良債権比率 3.09％、保全率は 81.56％ 
不良債権に十分な保全をはかっております  

 ひぜしんでは、金庫自己査定基準に沿って、
適性かつ厳格な自己査定を行なっております。
 2023 年 3 月期の不良債権額は、不稼働資産
の処分を積極的に行った結果 221 百万円減少
し、不良債権比率は 3.09％と低下しました。 
 なお、担保・貸倒引当金により、不良債権の
81.56％を保全しており、内部留保とあわせて
十分な保全をはかっております。 

2,964

9.64%

74,118リスク・アセット等計

単体自己資本比率

総所要自己資本額 2,947

9.29%

2023年3月期

6,852

2022年3月期

2,987

9.42%

7,149

2021年3月期

74,694

7,037

73,681

自己資本の額
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１．事業の概況 

（１）事業成績の推移 

区  分 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

預 金 積 金  142,325 百万円 155,038 百万円 160,812 百万円 161,548 百万円 

 定 期 預 金  89,623  91,508  94,979  93,230  

 定 期 積 金  4,182  4,042  3,973  3,901  

 そ の 他  48,519  59,487  61,859  64,416  

貸 出 金  79,888  83,759  84,377  87,481  

 会 員  66,546  71,574  72,100  73,686  

 会 員 外  13,341  12,185  12,276  13,794  

有 価 証 券  27,357  29,708  32,849  30,815  

 国 債  2,334  2,893  4,017  2,553  

 そ の 他  25,023  26,814  28,831  28,261  

総 資 産  152,113  174,840  180,415  170,519  

内国為替取扱高  162,473  174,250  177,937  185,700  

経 常 利 益  198,212 千円 146,843 千円 293,543 千円 277,848 千円 

当 期 純 利 益  152,523  117,073  234,448  201,934  

（注）記載金額は金額単位未満を切り捨てて表示しております（以下の各表についても同様です）。 

 

（２）決算期後に生じた当庫の状況に関する重要な事実 

  該当事項はありません。 

 

２．当庫の現況 

（１）出資金の推移 

区   分 前年度末 当年度末 

出 資 金 2,011 百万円 1,986 百万円 

 普 通 出 資 金 911  886  

優 先 出 資 金 1,100  1,100  

 

（２）出資金の状況（当年度末現在） 

イ．普通出資  

普通出資１口の金額 500 円 

普通出資者の出資の最低限度額 5,000 円 

区   分 出資者数 出資金額 処分未済持分 

個     人 13,634 639 百万円 1 百万円 

法     人 2,571 247  1  

合     計 16,205 886  2  

ロ．優先出資  

優先出資１口の金額 5,000 円 

優先出資の総口数の最高限度 1,000,000 口 

発行済優先出資の総口数 440,000 口 
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（３）役員の状況 

定款に定める理事数 12 人以内 

定款に定める監事数 3 人以内 

区   分 前年度末 当年度末 

 理事   ９ 人  １０ 人 

（ うち非常勤 ） （ ２ ） （ ２ ） 

 監事   ３   ３  

（ うち非常勤 ） （ ２ ） （ ２ ） 

 合計   １２   １３  

（ うち非常勤 ） （ ４ ） （ ４ ） 

 

（４）職員の状況 

区   分 前年度末 当年度末 

職 員 数   161 人   150 人 

平 均 年 齢 41 歳 5 月 38 歳 11 月 

平均勤続年数 17 年 5 月 15 年 10 月 

平均給与月額   250 千円   244 千円 

 

（５）事務所等の状況 

イ．事務所数 

区   分 前年度末  当年度末 
  店 （ うち出張所 )  店 （ うち出張所 ) 

武 雄 市   4  （ － )   4  （ － ) 

鹿  島  市   1  （ － )   1  （ － ) 

嬉 野 市   1  （ － )   1  （ － ) 

杵 島 郡   2  （ － )   2  （ － ) 

佐 世 保 市   7  （ － )   7  （ － ) 

大 村 市   2  （ － )   2  （ － ) 

諫 早 市   1  （ － )   1  （ － ) 

合 計  18  （ － )  18  （ － ) 

店舗外現金自動設備   5       5     

 

ロ．当年度の事務所の開設・廃止状況 

  該当事項はありません。 

 

ハ．信用金庫代理業者の一覧 

  該当事項はありません。 

 

ニ．信用金庫が営む銀行代理業等の状況 

所属金融機関の商号又は名称 

信 金 中 央 金 庫 

 

ホ．当年度の信用金庫代理業者が信用金庫代理業を営む営業所又は事務所の開設・廃止状況 

  該当事項はありません。 

（６）重要な子会社等（当年度末現在） 

  該当事項はありません。 
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（７）預金等総額の状況 

区   分 当年度開始時 翌年度開始時 

預 金 等 総 額 １，６０８億円 １，６１５億円 

（注）預金等総額は、信用金庫法施行令第５条の２第１項に規定する事業年度開始時における預金及び定期積金

の総額を記載しています。 

 

３．自己資本比率の状況（当期末現在）                                      (単位：百万円) 

自己資本の額（（ロ）－（ハ））（イ） 7,149 

 コア資本に係る基礎項目の額                   （ロ） 7,157 

コア資本に係る調整項目の額                                （ハ） 8 

リスク・アセット等計                        （二） 74,118 

 信用リスク・アセットの額 70,446 

オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額 3,672 

自己資本比率（（イ）／（二）） 9.64％ 

 

４．庶務の概要 

総代会 

 令和 4 年 6 月 22 日「第 71 期通常総代会」を嬉野観光ホテル大正屋（嬉野市）において開催し、次の報告事項

及び議案が付議され、原案どおり承認可決されました。 

報告事項 

第 71 期業務報告、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件 

決議事項 

第１号議案    剰余金処分案の承認に関する件 

第２号議案    会員の除名に関する件 

第３号議案    任期満了に伴う理事選任の件 

第４号議案    任期満了に伴う監事選任の件 

第５号議案    退任理事および退任監事に対する退職慰労金贈呈の件 

第６号議案    理事および監事の報酬限度額に関する件 

 

５．信用金庫の沿革 

大正 ５年１０月     佐世保実業信用組合設立 

１２年 ２月     有限責任信用組合佐世保庶民金庫に名称変更 

昭和１８年 ４月     市街地信用組合法により佐世保庶民信用組合に名称変更 

２６年１０月     信用金庫法により佐世保庶民信用金庫に名称変更 

３８年 ４月     大村信用金庫（３店舗）と合併し、西九州信用金庫に名称変更 

 

昭和２６年 ４月１１日  溝上留次、大町信用組合を大町町に設立 

  ２７年 ９月１３日  大町信用組合が武雄信用組合を吸収合併し、名称を杵島信用組合と変更 

  ２７年 ９月１４日  武雄支店開設 

  ２８年 ４月 １日  信用金庫法に基づき杵島信用金庫に移行 

  ３８年 １月１８日  本店を武雄市に移転、同時に大町支店開設 

平成２１年 ２月１３日  西九州信用金庫と合併契約 

  ２２年 ２月１５日  西九州信用金庫（１１店舗）と合併し「九州ひぜん信用金庫」と名称変更 
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貸 借 対 照 表 
第７２期（令和５年３月３１日現在） 

 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（ 資 産 の 部 ）  百万円 （ 負 債 の 部 ）  百万円

現 金 2,370  預 金 積 金 161,548  

預 け 金 47,009  当 座 預 金 1,973  

有 価 証 券 30,815  普 通 預 金 60,234  

国 債 2,553  貯 蓄 預 金 128  

地 方 債 11,851  通 知 預 金 199  

社 債 10,548  定 期 預 金 93,230  

株 式 399  定 期 積 金 3,901  

そ の 他 の 証 券 5,461  そ の 他 の 預 金 1,880  

貸 出 金 87,481  借 用 金 277  

割 引 手 形 298  借 入 金 277  

手 形 貸 付 4,773  そ の 他 負 債 439  

証 書 貸 付 78,370  未 決 済 為 替 借 29  

当 座 貸 越 4,038  未 払 費 用 68  

そ の 他 資 産 944  給 付 補 塡 備 金 0  

未 決 済 為 替 貸 22  未 払 法 人 税 等 55  

信 金 中 金 出 資 金 618  前 受 収 益 71  

未 収 収 益 157  払 戻 未 済 金 8  

そ の 他 の 資 産 146  職 員 預 り 金 30  

有 形 固 定 資 産 2,265  リ ー ス 債 務 92  

建 物 687  そ の 他 の 負 債 82  

土 地 1,412  退 職 給 付 引 当 金 138  

リ ー ス 資 産 86  役 員 退 職 慰 労 引 当 金 115  

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 79  睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 8  

無 形 固 定 資 産 8  再評価に係る繰延税金負債 237  

ソ フ ト ウ ェ ア 6  債 務 保 証 437  

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 2  負 債 の 部 合 計 163,204  

繰 延 税 金 資 産 176  （ 純 資 産 の 部 ）   

債 務 保 証 見 返 437  出 資 金 1,986  

貸 倒 引 当 金 △991  普 通 出 資 金 886  

（うち個別貸倒引当金） （ △904 ） 優 先 出 資 金 1,100  

   資 本 剰 余 金 581  

   資 本 準 備 金 581  

   利 益 剰 余 金 4,500  

   利 益 準 備 金 1,132  

   そ の 他 利 益 剰 余 金 3,368  

   特 別 積 立 金 2,900  

   （ 優 先 出 資 消 却 積 立 金 ） （ 1,550 ） 

   当 期 未 処 分 剰 余 金 468  
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   処 分 未 済 持 分 △2  

   会 員 勘 定 合 計 7,065  

   その他有価証券評価差額金 △371  

   土 地 再 評 価 差 額 金 620  

   評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 249  

   純 資 産 の 部 合 計 7,315  

資 産 の 部 合 計 170,519  負債及び純資産の部合計 170,519  

（注） 

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２．有価証券の評価は、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただ

し市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券

の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  34 年〜39 年 

その他  3 年～10 年 

４．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用の

ソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（5 年）に基づいて償却しております。 

５．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期

間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証

の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

６．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

日本公認会計士協会 銀行等監査特別委員会報告第 4 号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償

却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和 4 年 4 月 14 日）に規定する正常先債権及び要注意先債権

に相当する債権については、主として今後 1 年間又は 3 年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損

失額は、1 年間又は 3 年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき決

定した予想損失率により算定しております。 

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見

込額を控除し、その残額に対して今後 3 年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、過去 3

年間における累積の貸倒実績率の 3 期間平均値に基づき決定した予想損失率により算定しております。破綻

先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に審査部が資産査定を実施し、

当該部署から独立した監査法務部が査定結果を監査しております。 

 

７．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第 25 号）に定める簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）

により、当事業年度末における必要額を計上しております。 

当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入

しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制

度への拠出額を退職給付費用として処理しております。 

なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれら

に関する補足説明は次のとおりであります。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

 年金資産の額                        1,740,569 百万円 

 年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額 1,807,426 百万円 
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 差引額                            △66,857 百万円 

(2) 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

0.1596％ 

(3) 補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高 162,618 百万円及び別途積立金

95,760 百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間 19 年 0 ヵ月の元利均等定率

償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金 25 百万円を費用処

理しております。 

なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定され

るため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。 

８．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積

額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

９．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将

来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。 

１０．会計方針の変更 

企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和 3 年 6 月 17 日。以下「時

価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27－2

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたっ

て適用しております。この結果、財務諸表等に与える影響は軽微であります。 

１１．会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財

務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

貸倒引当金の見積り 

(1) 財務諸表に計上した金額 

貸倒引当金 991 百万円 

 

(2) 見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報 

① 見積り金額の算出方法 

貸倒引当金の算出方法は、「貸借対照表 注 6．」に記載しております。また、新型コロナウイル

ス感染症の影響も踏まえ、当金庫は見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を債務者区分に反映し、

貸倒引当金を計上しております。 

② 見積りの算出に用いた主要な仮定 

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区

分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設

定しております。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響は当事業年度末以降も残るものと想定し、当金庫の貸出

金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いております。 

③ 翌年度の財務諸表に与える影響 

新型コロナウイルス感染症の影響や個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮

定が変化した場合は、翌年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性が

あります。 

１２．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額 47 百万円 

１３．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務(預金積金を除く)はありません。 

１４．有形固定資産の減価償却累計額 1,676 百万円 

１５．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。な

お、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について

保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるもの
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に限る。）、貸出金、外国証券、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上

されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借

契約によるものに限る。）であります。    

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 1,301 百万円 

危険債権額 1,055 百万円 

三月以上延滞債権額 0 百万円 

貸出条件緩和債権額 365 百万円 

合計額 2,722 百万円 

 

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事

由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従

った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる

債権に該当しないものであります。 

 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産

更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

１６．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形は売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金

額は 298 百万円であります。 

１７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

   担保に供している資産 

預 け 金 定期預金 1,975 百万円 （内国為替決済保証金） 

 定期預金 600 百万円 （信金中央金庫借入金に対する担保） 

有価証券 地 方 債 99 百万円 （日本銀行歳入代理店契約に基づく担保） 

    

担保資産に対応する債務 

借 用 金  277 百万円  

   また、その他の資産には、保証金 16 百万円が含まれております。 

１８．土地の再評価に関する法律（平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日 平成 11 年 3 月 31 日 

同法第 3 条第 3 項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号）第 2 条第 4 号に定める方法、

すなわち「地価税法」（平成 3 年法律第 69 条）第 16 条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土

地の価額を算定するために国税庁長官が、定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って

算定しております。 

同法第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額は 347 百万円であります。 

１９．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第 2 条第 3 項）による社債に対する当金

庫の保証債務の額は 150 百万円であります。 

２０．出資１口当たりの純資産額 2,884 円 58 銭 
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２１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。 

このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をしてお

ります。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。 

また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び事業推進目的で保有しており

ます。 

これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されており

ます。 

一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。 

また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①  信用リスクの管理 

当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与

信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し

運営しております。 

これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営陣による常務会や

理事会を開催し、審議・報告を行っております。 

さらに、与信管理の状況については、監査法務部がチェックしております。 

有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総合企画部において、信用情報や時価の把握を定期的

に行うことで管理しております。 

② 市場リスクの管理 

(ⅰ) 金利リスクの管理 

当金庫は、ALM によって金利の変動リスクを管理しております。 

ALM に関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、ALM 委員会

において決定された ALM に関する方針に基づき、理事会において実施状況の把握・確認、今後の対

応等の協議を行っております。 

日常的には総合企画部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や

金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで理事会に報告しております。 

(ⅱ) 為替リスクの管理 

当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。 

(ⅲ) 価格変動リスクの管理 

有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM 委員会の方針に基づき、理事会の監督の下、

市場リスク管理規程に従い行われております。 

このうち、総合企画部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設定のほ

か、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。 

総合企画部で保有している株式の多くは、事業推進目的で保有しているものであり、取引先の市場

環境や財務状況などをモニタリングしております。 

これらの情報は総合企画部を通じ、理事会及び ALM 委員会において定期的に報告されております。 

(ⅳ)市場リスクに係る定量的情報 

当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、

「有価証券」のうち債券、「貸出金」、「預金積金」であります。 

当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期間 6 ヵ月、過去 5 年の観測期間で計
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測される 99 パーセンタイル値を用いた経済価値の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの

管理にあたっての定量的分析に利用しております。 

当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債をそれぞれ金利期日に応じて適切な

期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。 

なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定した場合の 99 パーセンタイル値を用い

た当事業年度末現在の経済価値は、1,782 百万円減少するものと把握しております。 

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数

との相関を考慮しておりません。 

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可

能性があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当金庫は、ALM を通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮し

た長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった

場合、当該価額が異なることもあります。 

なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を含めて開示してお

ります。 

２２．金融商品の時価等に関する事項 

令和 5 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります（時価

等の評価技法（算定方法）については（注 1）参照）。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表

には含めておりません（（注 2）参照）。また、現金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ことから、注記を省略しております。 

また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。 

 

                                                                                         （単位：百万円） 

 貸借対照表 
計 上 額 

時 価 差 額 

(1) 預け金（＊1） 

(2) 有価証券 

   その他有価証券（＊3） 

(3) 貸出金（＊1） 

   貸倒引当金（＊2） 

47,009 

30,791 

30,791 

87,481 

△989 

47,084 

30,791 

30,791 

75 

- 

- 

 

86,491 85,546 △944 

金融資産計 164,292 163,423 △869 

(1) 預金積金（＊1） 

(2) 借用金（＊1） 

161,548 

277 

161,572 

277 

23 

0 

金融負債計 161,826 161,849 23 

（＊1）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」

が含まれております。 

（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊3）その他有価証券には、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令

和 3 年 6 月 17 日）第 24－3 項及び第 24－9 項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が

含まれております。 
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（注１）金融商品の時価等の評価技法（算定方法） 

金融資産 

 （1）預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、市場金利で割り引いた現在価値を時価

に代わる金額として記載しております。 

（2）有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資

信託は取引所の価格又は公表されている基準価額によっております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については 23.から 25.に記載しております。 

（3）貸出金 

貸出金は、以下の①～②の方法により算出し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。 

① 破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権に

ついては、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上

額」という。）の合計額から貸出金に対応する個別貸倒引当金を控除した価額 

② ①以外の債権については、貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行っ

た場合に想定される利率で割り引いた価額 

 

金融負債 

（1）預金積金 

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、

定期性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定

しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。 

（2）借用金 

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市場金利で割り引いて現在

価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。 

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報に

は含まれておりません。          

（単位：百万円） 

  区  分 貸借対照表計上額 

非上場株式（＊1） 22     

信金中金出資金（＊1） 618 

組合出資金（＊2） 1     

  合  計 642    

（＊1）非上場株式及び信金中金出資金については、企業会計基準適用指針第 19 号「金融商品の時価等の開示

に関する適用指針」（令和 2 年 3 月 31 日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（＊2）組合出資金については、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令

和 3 年 6 月 17 日）第 24－16 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額           （単位：百万円） 

 
1 年以内 

1 年超 

5 年以内 

5 年超 

10 年以内 
10 年超 

預け金(＊1) 

有価証券 

 その他有価証券のうち満期

があるもの 

貸出金(＊2) 

13,400 

1,747 

1,747 

 

14,196 

11,800 

8,665 

8,665 

 

30,808 

1,300 

9,336 

9,336 

 

20,646 

6,450 

7,879 

7,879 

 

16,011 

合  計 29,344 51,274 31,283 30,341 

（＊1）預け金のうち、期間の定めがないものは含まれておりません。 

（＊2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの、 

期間の定めがないものは含まれておりません。 

（注４）預金積金および借用金の決算日後の返済予定額                 (単位：百万円） 

 
1 年以内 

1 年超 

5 年以内 

5 年超 

10 年以内 
10 年超 

預金積金(＊1) 

借用金 

93,224 

60 

3,076 

212 

1 

5 

56 

- 

合  計 93,284 3,288 6 56 

（＊1）預金積金のうち、要求払預金は「1 年以内」に含めております。また、期間の定めがないものは含まれ

ておりません。 

 

２３．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地方債」、

「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれております。以下、２５.まで同様であります。 

 その他有価証券 

 種類 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の 

株式 298  255  42  

債券 8,501  8,315  186  

国債   898    892  6  

地方債 4,352  4,241  110  

社債 3,250  3,180    69  

その他   2,387  2,045  341  

小  計 11,186  10,615  570  

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの 

株式  78    90  △11  

債券 16,453  17,073  △620  

国債 1,655  1,806  △150  

地方債 7,499  7,774  △274  

社債 7,298  7,493  △195  

その他 3,073  3,383  △309  

小  計 19,604  20,547  △942  

合    計 30,791  31,163  △371  
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２４．当事業年度中に売却したその他有価証券 

 売  却  額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

株式 209 36 - 

債券 2,383 14 15 

国債 1,877 4 12 

 地方債 506 9 3 

 社債 - - - 

その他 3,622 50 63 

合   計 6,215 101 79 

 

２５．減損処理を行った有価証券 

   売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券

の時価が取得価額に比べて著しく下落しており、時価が取得価額まで回復する見込みがあると認められない

ものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として

処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

   当事業年度における減損処理額はありません。 

   また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価の下落率が 50％以上となった場合は回復

可能性なしとみなし、減損処理を行うこととしています。また、下落率が 30％以上 50％未満の場合は、著

しい下落とみなし、該当する有価証券についてその時価の推移および発行体の財政状態等を勘案して回復可

能性を判定し、回復可能性のないものについては減損処理を行うこととしております。 

 

２６．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で

あります。これらの契約に係る融資未実行残高は、28,145 百万円であります。このうち原契約期間が１年以

内のものが 8,505 百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒

絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に

応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている金庫内手

続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 
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２７．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

  

繰延税金資産   

貸倒引当金 182  百万円 

減損損失 194  

退職給付引当金 38  

その他有価証券評価差額金 102  

その他 59  

繰延税金資産小計 577  

評価性引当額 △401  

繰延税金資産合計 176  

  繰延税金負債   

繰延税金負債合計 ‐  

繰延税金資産の純額 176  
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損 益 計 算 書 
                    令和 ４年 ４月 １日から 

           第７２期                   

           令和 ５年 ３月３１日まで 

科         目 金            額 

 経 常 収 益    2,351,842 千円 

  資 金 運 用 収 益  2,034,059    

   貸 出 金 利 息  1,644,515    

   預 け 金 利 息  104,679    

   有 価 証 券 利 息 配 当 金  269,471    

   そ の 他 の 受 入 利 息  15,393    

  役 務 取 引 等 収 益  192,958    

   受 入 為 替 手 数 料  66,788    

   そ の 他 の 役 務 収 益  126,169    

  そ の 他 業 務 収 益  44,833    

   国 債 等 債 券 売 却 益  20,803    

   そ の 他 の 業 務 収 益  24,030    

  そ の 他 経 常 収 益  79,990    

   株 式 等 売 却 益  74,669    

   そ の 他 の 経 常 収 益  5,321    

 経 常 費 用    2,073,994  

  資 金 調 達 費 用  38,314    

   預 金 利 息  36,712    

   給 付 補 塡 備 金 繰 入 額  731    

   借 用 金 利 息  837    

   そ の 他 の 支 払 利 息  33    

  役 務 取 引 等 費 用  269,727    

   支 払 為 替 手 数 料  18,178    

   そ の 他 の 役 務 費 用  251,548    

  そ の 他 業 務 費 用  81,741    

   国 債 等 債 券 売 却 損  15,938    

   国 債 等 債 券 償 還 損  63,544    

   そ の 他 の 業 務 費 用  2,258    

  経 費  1,604,516    

   人 件 費  1,029,087    

   物 件 費  542,610    

   税 金  32,818    

  そ の 他 経 常 費 用  79,695    

   貸 倒 引 当 金 繰 入 額  26,880    

   そ の 他 の 経 常 費 用  52,814    

 経 常 利 益    277,848  

 特 別 損 失    132  
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  固 定 資 産 処 分 損  132    

 税 引 前 当 期 純 利 益    277,716  

 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税    63,286  

 法 人 税 等 調 整 額    12,495  

 法 人 税 等 合 計    75,781  

 当 期 純 利 益    201,934  

 繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ）    266,605  

 当 期 未 処 分 剰 余 金    468,539  

注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

２．出資１口当たり当期純利益の金額は 104 円 20 銭です。 
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剰余金処分計算書 
 

              第７２期   令和 ４年４月 １日から 

                 令和 ５年３月３１日まで       

            

  

科      目 金      額 

当 期 未 処 分 剰 余 金  468,539,580 円 

     

剰 余 金 処 分 額  182,989,131  

    利 益 準 備 金  50,000,000  

  普 通 出 資 に 対 す る 配 当 金 （年 2.0％） 17,589,131  

優 先 出 資 に 対 す る 配 当 金 （年 0.7％） 15,400,000  

  優 先 出 資 消 却 積 立 金  100,000,000  

    

繰 越 金 （ 当 期 末 残 高 ）  285,550,449  

 

以上の通り報告いたします。 

令和５年６月  

 

会 長  溝 上 邦 治 

理 事 長  石 橋 正 広 

常 務 理 事  桑 原  司  

常 勤 理 事  溝 上 武 明 

常 勤 理 事  井 手 浩 文 

常 勤 理 事  片 渕 克 明 

常 勤 理 事  中 島 俊 行 

常 勤 理 事  岩 﨑 哲 弥 

理 事  勢 戸 祥 市 

理 事  山 口  剛 

常 勤 監 事  池 田  乃 

監 事  成 松 義 秀 

員 外 監 事  富 永 英 樹 
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会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 書 謄 本 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

 

令和５年５月２９日 

九 州 ひ ぜ ん 信 用 金 庫 

理 事 会  御 中 

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 

 

 

＜計算書類等監査＞ 

監査意見 

当監査法人は、信用金庫法第 38 条の 2 第 3 項の規定に基づき、九州ひぜん信用金庫の令和 4 年 4 月 1 日か

ら令和 5 年 3 月 31 日までの第 72 期事業年度の剰余金処分案を除く計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計

算書及び注記並びにその附属明細書（以下、これらの監査の対象書類を「計算書類等」という。）について監査を

行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認め

られる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、金庫から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の

責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

 その他の記載内容は、業務報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の

執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、

また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。 

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

計算書類等に対する経営者及び監事の責任 

経営者の責任は、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に

準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に

基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。 

 

 

 

 

指定有限責任社員 
公認会計士 濵 村  正 治 

業 務 執 行 社 員 
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計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計

算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお

いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適

切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、

監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、金庫は継続企業として

存続できなくなる可能性がある。 

・計算書類等の表示及び注記事項が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認

められる会計の慣行に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成

及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監事に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード

を講じている場合はその内容について報告を行う。 

 

＜剰余金処分案に対する意見＞ 

剰余金処分案に対する監査意見 

当監査法人は、信用金庫法第 38 条の 2 第 3 項の規定に基づき、九州ひぜん信用金庫の令和 4 年 4 月 1 日か

ら令和 5 年 3 月 31 日までの第 72 期事業年度の剰余金処分案について監査を行った。 

当監査法人は、上記の剰余金処分案が法令及び定款に適合しているものと認める。 

 

剰余金処分案に対する経営者及び監事の責任 

経営者の責任は、法令及び定款に適合した剰余金処分案を作成することにある。 

監事の責任は、剰余金処分案作成における理事の職務の執行を監視することにある。 

 

剰余金処分案に対する監査における監査人の責任 

監査人の責任は、剰余金処分案が法令及び定款に適合して作成されているかについて意見を表明することにあ

る。 

 

利害関係 

金庫と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 
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監事会の監査報告書謄本 

監 査 報 告 書 

 

私たち監事は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの第７２期事業年度の理事の職務の執行を監

査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査の方法及びその内容 

 各監事は、監事監査基準に準拠し、他の監事と意思疎通及び情報の交換を図るほか、監査の方針、監査計画

等に従い、理事、内部監査部門その他の職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め

るとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

(1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況にについて報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部・本支店において業務及び財産の状況を調査

いたしました。 

(2) 業務報告に記載されている理事の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他信用金庫の業務の適正を確保するために必要なものとして、信用金庫法施行規則第 23 条に定める体

制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に

ついて、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明

を求め、意見を表明いたしました。 

(3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（信用金庫法施行規則第 33 条各

号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従っ

て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る業務報告及びその附属明細書並びに計算書類（貸借対照表、損

益計算書、剰余金処分案）及びその附属明細書について検討いたしました。 

 

２．監査の結果  

 （1）業務報告等の監査結果 

① 業務報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、信用金庫の状況を正しく示しているものと認め

ます。 

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する業務報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

④ 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関し、指摘すべき事項は認めら

れません。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

    有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

令和５年５月３０日 

九州ひぜん信用金庫 

常 勤 監 事 池   田     乃 

監 事 成   松  義  秀 

監 事 富  永  英 樹 

 （注）監事富永英樹氏は、信用金庫法第 32 条第 5 項に定める員外監事であります。 


